
補助第142号線（南小岩）・143号線（東小岩）
の道路整備についてお知らせします

東京都市計画道路

平成25年7月30日から４回にわたり、補助第１４２号線（南小岩）・１４３号
線（東小岩）整備計画の事業概要及び用地測量説明会を、江戸川区立東小岩小学校
と下小岩小学校で開催し、測量範囲内の関係者から約1８0名の皆さまにご出席い
ただきました。
　この冊子は、説明会の事業内容や測量作業についての概要です。

①木密地域の現状
　東京都内には、JR山手線の外側から環七通り
沿いにかけて木造住宅密集地域（以下、「木密
地域」という。）が広範囲に分布しています。
東京で大地震が発生した場合、木密地域では建
物倒壊や同時多発的な火災により、大規模な市
街地火災が発生する恐れがあります。特に消防
車が入れない箇所で火災が発生した場合、延焼
を防止できません。

東京都第五建設事務所

平成25年12月

③道路の整備
　こうした状況を踏まえ、東京都は
平成25年4月、震災時における延焼
遮断帯等に大きな整備効果が見込ま
れる都市計画道路を「特定整備路
線」（左図）として指定しました。
今回「優先整備路線」と併せて道路
を整備する区間は、補助第1４２号線
と補助第１４３号線の区間、約１,５
00mです。

②地域の危険性
　南小岩地域の一部では、木造建物の棟数密度が
高く、市街地の「燃えにくさ」を表す不燃領域率
は５割の状況であり、火災時の延焼が懸念されて
います。

説明会状況

震度

■　７
■　６強
■　６弱
■　５強
■　５弱
■　４
■ ３以下

出典：「首都直下地震等による東京の被害想定」東京都防災会議

江戸川区
震度：６強
（一部６弱）

　また、首都直下型地震時による東京
の被害想定の震度分布図（上図）で
は、震度６強の地域が広範囲となって
おり、火災や建物倒壊の被害が想定さ
れていることから、防災性の向上を図
ることが急がれています。

想定震度分布図

補助第１４３号線

補助第１４２号線

事業箇所図

道路整備
延長合計
約１，５００m
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◆都市計画道路（特定整備路線）の事業概要◆

●計画のあらまし
　東京都では、首都直下地震の切迫性等を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を図るため、「木密
地域不燃化10年プロジェクト」実施方針を平成24年1月に策定しました。
　この方針に基づき、市街地の延焼を遮断する防災性の効果が高い都市計画道路として、補助第
14２・１４３号線を「特定整備路線」に指定し、平成32年度までの完成を目標に整備を進めて
いきます。
　この道路が完成すると次のような効果が期待されます。
◆延焼遮断帯が形成され、大規模な市街地火災を防ぎます。
◆震災時の安全な避難路が確保されるとともに、救助・救援活動が円滑に行われます。
◆電線類の地中化により、電柱の倒壊による道路閉塞を防止するとともに、良好な都市景観を
　創出します。

 【計画の概要】

○都市計画道路名
 　　東京都市計画道路
　 　補助線街路第１４２号線

○都市計画決定
　　 昭和４１年７月３０日

○延長及び区間
　 　延長：約８６０ｍ
 　　区間：江戸川区
　　　　　　　南小岩五丁目から
　　　　　　　東小岩四丁目まで

 ○計画道路幅
　　　 幅員：１６ｍ

○都市計画道路名
　　 東京都市計画道路
　 　補助線街路第１４３号線

○都市計画決定
　　 昭和２５年３月２日

○延長及び区間
　　 延長：約６４０ｍ
　 　区間：江戸川区
　　　　　　　東小岩六丁目から
　　　　　　　南小岩八丁目まで

○計画道路幅
　　 幅員：１５ｍ

補助第補助第141433号線（柴又街道）断面図号線（柴又街道）断面図～～ 整備イメージ整備イメージ ～～
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※ 今後、警察との協議により、変更になることがあります。
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○都市計画道路にかかる土地について、現地において関係権利者さまの立会いのうえ、隣接する
　土地との境界等を調査・確認します。
○境界確認に基づき、一筆ごとに土地の測量を行い、用地取得に必要な面積の算出及び図面を
　作成します。
○下記の図で、Ａ，Ｂ，Ｃさんの土地の用地測量を行う場合は、計画線にかからないＤ，Ｅさん
　にも境界を確認するために立会いをお願いすることになります。
○また、一筆の土地に異なる利用形態及び権利があるときは、その権利ごとに確認を行います。
○そのほか、既存の道路等の公共用地と隣接している土地の場合は、官民（公私）境界について
　も確認の立会いをお願いします。

用地測量とは

Ａ

Ｄ Ｅ

現在の道路

道路の計画線

道路の計画線

C

立会確認が必要となる官民境界 立会確認が必要となる民民境界

BＡ

Ｄ Ｅ

現在の道路

道路の計画線

道路の計画線

C

立会確認が必要となる官民境界 立会確認が必要となる民民境界

B

平成25・26年度に実施

◆測量（現況および用地）の概要◆　（平成25～26年度）

※ 測量をしてから、
計画線の詳細が決ま
ります。

凡　例

現状道路

測量範囲

説明会会場
下小岩小学校

南小岩５丁目

南小岩４丁目

南小岩７丁目

南小岩３丁目

南小岩８丁目

東小岩５丁目

東小岩６丁目

東小岩４丁目

説明会会場
東小岩小学校
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事業箇所平面図

●平成２５年７・８月に開催した測量説明会後の作業
経過と今後の進め方についてお知らせいたします。

◆平成25年9月～11月、道路の測量が終了しまし
た。

◇平成25年12月中旬以降に、地権者や隣接の方と
立会のうえ、民民境界や道路との境界を確認してい
きます。

◇測量作業は、平成25年12月～平成26年2月の予
定で、柴又街道の北側から南側を行います。
　その後、平成26年3月～6月の予定で、千葉街道
の東側から西側に向かって測量作業を行います。

◇平成26年7月からは、補足の測量作業を行う予定
です。

　天候や測量作業の進行により、日程が前後する場合
もございます。皆様のご協力をお願いいたします。

　測量作業の委託会社は、株式会社テクノリサーチで
す。作業員は常時、『東京都建設局受託会社』の腕章
と身分証明書を携帯しています。何かお気付きの点が
ありましたら、作業員や問合せ先である東京都第五建
設事務所までご連絡ください。

測量作業の経過と進め方
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《お問い合わせ先》

　　東京都第五建設事務所　〒136-0071　東京都江東区亀戸２丁目１０番７号

　　　■事業に関すること　　　　工事課木密設計担当係　℡ 03-5875-1362

　　　■測量に関すること　　　　工事課木密測量担当係　℡ 03-5875-1364

　　　■用地・補償に関すること　用地課調整係　　　　　℡ 03-5875-1517

東京都第五建設事務所ホームページ http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/goken/

◆事業の進め方◆

◆説明会の主な質問◆

Q：補助第142号線の都市計画決定の経緯を説明してほしい。
Ａ：戦後、昭和21年の戦災復興計画が基本となっており、昭和22年に道路幅20ｍで都市計画決定、昭和25年に道路幅
　　15ｍへ都市計画変更、昭和41年に再検討を行い道路幅16ｍへ都市計画変更されています。

Ｑ：最近、沿道に新築した住宅に居住している者であるが、計画線が建物にかかることはないのか。
Ａ：計画線内の建物の建築は制限されておりますが、階数3以下、高さ10ｍ以下、地下を有しない、容易に移転し除却
　　できる建物の建築は、認められております。しかし、マンション等の鉄筋コンクリート造の建物を建築することは、
　　制限されております。よって、建築確認申請時に建築指導課より、適切に建築の指導を受けていると考えます。

Ｑ：用地測量が終了した後のスケジュールを教えて欲しい。
Ａ：用地測量が終了した後、事業認可の取得について、平成２６年度内を目標として手続き等を行います。事業認可取得
　　後、２～３ヶ月後に用地説明会を実施し、用地買収に入らせて頂き、平成３２年度を目標に道路を完成させたいと考
　　えております。

Ｑ：将来、歩道には植樹帯を設置するとのことだが、現在車両の出入りをしており、支障が出るのでは。
Ａ：現在、車両の乗り入れがある箇所については、歩道が車乗り入れ（切下げ）の構造になります。

Ｑ：東小岩四丁目交差点改良事業で既に用地測量や土地の買収も行っているはずであるが、再度用地測量を行うのか。
Ａ：東小岩四丁目交差点改良事業で測量立会が完了していない箇所もあり、測量を実施いたします。基本的に重複する測
　　量作業はありません。

Ｑ：境界立会い依頼があった日に、立会いできない場合はどうなるのか。
Ａ：都から連絡させていただいた日にお立会いができない場合は、土地所有者様の日程を確認させていただき、立会日を
　　設定させていただきます。また、お仕事等で、平日のお立会いが出来ない場合などは、近隣などの方で同様の方と調
　　整させていただき、通常は平日のお立会いですが、土曜日等に立会日を設定させていただきます。

Ｑ：道路が拡幅されるということに期待している。用地の折衝は、事業認可が取れれば、すぐに行われていくのか、事業
　　認可からの流れを知りたい。
Ａ：事業認可の取得は、平成２６年度内を目標として手続き等を行います。今回の説明会の後、測量作業を実施し、その
　　結果を基に皆様にお譲りいただく土地の範囲を確定させます。そして、事業認可を取得した後、用地説明会を開催い
　　たします。その後、土地の評価や物件調査などを行い、補償費を算定いたします。したがって、すぐに買収とはなり
　　ません。
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